
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

感染症の予防のための 
施策の実施に関する計画 

 
（石川県感染症予防計画） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石 川 県 
（七訂版：令和６年８月） 

 
 
 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

は じ め に 
 
 
平成１１年に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下

「感染症法」という。）が制定されるとともに、感染症法第９条に基づき、「感染症の

予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」（以下「感染症の基本指針」という。）

が定められた。 
県では、平成１２年３月に、感染症法第１０条の規定に基づき、感染症の基本指針

に則して、「感染症の予防のための施策の実施に関する計画（石川県感染症予防計画）」

（以下「感染症予防計画」という。）を策定し、県における感染症対策を総合的に推進

してきた。 
平成１６年には、結核予防法の規定に基づき、結核予防計画を定めることとされた

ことから、本県では、平成１７年４月に感染症予防計画に結核編を盛り込むとともに、

平成１９年の結核予防法と感染症法の統合等に伴い、結核対策と感染症対策を一体的

に推進してきたところである。 
今回、令和５年５月に見直しされた感染症の基本指針に則し、これまでの新型コロ

ナウイルス感染症への対応を踏まえ、次の感染症危機に備えるため、感染症予防計画

に、保健・医療提供体制に関する記載事項を充実させるとともに、感染症に係る医療

提供体制の確保及び感染症の発生予防・まん延防止に係る体制確保についての数値目

標を定めることとした。 
また、本計画は、感染症法第１１条に基づく「特定感染症予防指針」、医療法に基づ

く「石川県医療計画」、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「石川県新型イ

ンフルエンザ等対策行動計画」等との整合性を図って策定するものである。 
感染症の基本指針について、国は、感染症法第９条第３項に基づき、医療提供体制

等の事項について少なくとも３年（一部の事項は６年）ごとに再検討することとして

おり、本県の感染症予防計画についても、感染症法第１０条第４項の規定に基づき、

感染症の基本指針の改正に合わせ、今後も必要な見直しを行うものとする。 
また、令和６年能登半島地震による被害を受けた能登地域の医療提供体制につ

いて、県では「奥能登公立４病院機能強化検討会」を立ち上げ、様々な課題につ

いて検討・対応を不断に進めていくこととしている。震災により生じた変化や課

題などについては、今後の計画の見直しに合わせて、記載事項を再検討する。 
 
 
 

令和６年８月 
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